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　本稿は、本紙平成30年５月16日号（No.14188）及び同17日号（No.14689）に掲載された「行政不服審査制
度と特許法（上）（下）」の続篇である。前稿においては、行政不服審査制度について概説した上で、特許
法に基づく処分に対して行政不服審査法上の審査請求がなされた具体的事例を紹介し、さらに、特許法の
分野における行政不服審査制度の意義について若干の検討を行った。その後、約１年の間に特許法に基づ
く処分に対する行政不服審査の裁決例について一定の蓄積がなされ、審査請求を認容して処分を取り消し
た裁決例も現れている。そこで、本稿においては、平成26年に改正された新行政不服審査法（平成26年法
律第68号）が全面施行された平成28年４月１日から平成31年４月30日までに総務省ウェブサイトの行政不服
審査データベースに掲載された特許法に基づく処分に関する裁決例について、整理・紹介することとしたい。
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１．特許法に基づく処分に関する裁決例
の概況

　前稿において概説したように、特許法に定められ
た処分のうち、行政不服審査法に基づく審査請求
が認められるのは、手続の却下（特許法18条、18条
の２、133条、133条の２）など一部のものに限られ、
拒絶査定（同法49条）や取消決定（同法114条２項）、
審決（同法157条）といった特許法上の主要な処分に
ついては、行政不服審査の対象から除外されている

（同法195条の４、53条１項、143条１項、149条３項）。
なお、特許査定（同法51条）につき、審査官の手続
違背が主張される場合は行政不服審査の対象となる
と判示した地裁判決（東京地判平成26年３月７日判
時2360号58頁）があるが、控訴審判決（知財高判平
成27年６月10日判時2360号36頁）はそのような場合
も行政不服審査の対象とはならないと判示している

（詳細については、前稿（上）５頁以下を参照され
たい）。
　そのため、特許法に基づく処分に対する行政不服
審査請求がなされた事例は比較的少なく、改正行政
不服審査法が全面施行された平成28年４月１日から
平成31年４月30日までの間に、総務省ウェブサイト
の行政不服審査裁決データベース１に掲載された裁
決例3070件のうち、特許法に基づく処分を対象とす
るものは37件にとどまっている。以下、その結果や
審査期間等について概説する。
（１）　行政不服審査請求に対する裁決の件数

上記のように、平成31年４月30日時点において、
行政不服審査裁決データベース（以下、単に「裁
決データベース」という）に掲載された裁決例の
うち、特許法に基づく処分を対象とするものは37
件であった。このうち、審査請求が却下されたも
のは11件（29.7％）、請求が棄却されたものは25件

（67.6％）、請求が認容されたものは１件（2.7％）
である。

ちなみに、同時点における裁決データベースに
掲載された裁決例3070件のうち、審査請求が却下
されたものは943件（30.7％）、請求が棄却された
ものは1757件（57.2％）、請求が認容されたものは
270件（8.8％）、その他（一部棄却・一部却下や一

部認容・一部棄却など）は100件（3.3％）であっ 
た。

母数が大きく異なるために単純な比較はできな
いが、現時点においては、請求が認容された１件
を除き、一部認容を含む認容事例は存在しておら
ず、一部認容を合わせれば１割程度が認容されて
いると考えられる裁決例全体と比べ、特許法に基
づく処分に関する裁決例については、請求が認容
される割合は低いということができよう。

（２）　審査請求から裁決までに要した期間

上記の特許法に基づく処分に関する裁決例37件
について、申立て（審査請求）から裁決までに要
した期間は、平均で約364日であった。最も長い
期間を要したのは、請求が棄却された事案（後掲
事例⑨）の762日であり、最も短い期間は、審査請
求が却下された事案（後掲事例�）の50日であっ
た。結果の類型別にみると、審査請求が却下され
た11件の平均所要日数は約220日（最長548日、最
短50日）、請求が棄却された25件の平均所要日数
は約431日（最長762日、最短189日）、請求が認容
された１件の所要日数は258日であった。

これに対し、裁決例全体の平均所要日数は約
225日であり、最長は審査請求が却下された事案２ 
の908日、最短は同じく審査請求が却下された事
案３の１日であった。また、結果の類型別に平均
所要日数をみると、審査請求が却下された943件
については約119日（最長908日、最短１日）であ
り、請求が棄却された1757件については約268日

（最長897日、最短40日）、請求が認容された270件
については約277日（最長790日、最短21日）、そ
の他の100件については約322日（最長848日、最
短55日）であった。

この点についても母数が大きく異なるために単
純な比較はできないが、特許法に基づく処分に関
する審査請求については、行政不服審査請求全体
に比べ、申立て（審査請求）から裁決に至るまで
の所要日数が大きい傾向にあるということができ
よう。


